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　　　　　　　※当年度純利益（(1)‐(2)）105,440千円

令和４年度南和広域医療企業団病院事業会計補正予算案（第３号）について

「収益的収支」補正予算の概要

病院事業収益 病院事業費用

補正予算額 ５５２，３１１千円

【補正理由】

①②コロナ患者、難病患者、化学療法患者等の増加による収益増額のため

③新型コロナウイルス感染症関連補助金受給による収益増額のため

款）病院事業収益 １１，２９５，４７３千円･･･(1)

項） 医業収益 ９，５８４，９７８千円

① 目）入院収益 ････････ １９７，０１１千円

② 目）外来収益 ････････ ３３０，３００千円

③ 目）補助金

・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

････････ ２５，０００千円

補正予算額 ５５２，３１１千円

【補正理由】

④令和４年奈良県人事委員会勧告に基づく給与費等増額のため

⑤コロナ患者、難病患者、化学療法患者等の増加による薬品費増額のため

⑥光熱費高騰による経費増額のため

新型コロナウイルス感染症予防対策による経費増額のため

⑦令和2年度、令和3年度新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援事業補助金

（空床補償）返還等のため

款）病院事業費用 １１，１９０，０３３千円･･･(2)

項） 医業費用 １０，９０６，８３３千円

④ 目）給与費 ････････ ３３，０００千円

・給料、手当等

⑤ 目）材料費 ････････ ４００，０００千円

・薬品費

⑥ 目）経費

・光熱水費(電気代) ････････ ３５，０００千円

・消耗品費(個人防護服等)   ････････ ２５，０００千円

項）特別損失 ６５，３１１千円

⑦ ・過年度損益修正損

令和2年度、令和3年度新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援事業

補助金（空床補償）返還等････････ ５９，３１１千円
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令和４年度南和広域医療企業団病院事業会計補正予算案（第３号）について

「資本的収支」補正予算の概要

資本的収入 資本的支出

補正予算額 ７６，１６４千円

【補正理由】

新型コロナウイルス感染症関連補助金受給による収益増額のため

款）資本的収入 ８４１，６５３千円

項） 補助金 ２８６，１８１千円

目）国庫補助金

・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

････････ ７６，１６４千円

補正予算額 ７６，１６４千円

【補正理由】

新型コロナウイルス感染症予防対策による経費増額のため

款）資本的支出 ９３５，２６８千円

項） 建設改良費 ６６２，１３２千円

目）器械備品購入費

・人工呼吸器、全自動遺伝子解析装置、

血液浄化装置等

････････ ７６，１６４千円
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議 第　１　号

令　和　４　年　度

病 院 事 業 会 計 補 正 予 算 書 （ 案 ）

南　和　広　域　医　療　企　業　団

（　第　３　号　）

（総　則）

第１条　令和４年度南和広域医療企業団病院事業会計の補正予算（第３号）は、次に定める

　　　　　ところによる。

（収益的収入及び支出）

第３条　令和４年度病院事業会計（以下「予算」という。）第３条に定められた収益的収入及び

　　　　　支出の予定額を次のとおり補正する。

　　収　　　入

第１款 病院事業費用 千円 千円 千円

第１項 医業収益 千円 千円 千円

　　支　　　出

第１款 病院事業費用 千円 千円 千円

第１項 医業費用 千円 千円 千円

第５項 特別損失 千円 千円 千円

（資本的収入及び支出）

第４条　　予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　　収　　　入

第１款 資本的収入 千円 千円 千円

第１項 補助金 千円 千円 千円

　　支　　　出

第１款 資本的支出 千円 千円 千円

第１項 建設改良費 千円 千円 千円

（たな卸資産の購入限度額）

　第９条　たな卸資産の購入限度額は、２，０７９，６４１千円と定める。

南和広域医療企業団　　

企　業　長　　　杉　山　　孝

令和４年度　南和広域医療企業団病院事業会計補正予算（第３号）

（既決予定額） （計）（補正予定額）

令和5年3月2日

10,743,162 552,311 11,295,473

9,032,667 552,311 9,584,978

（既決予定額） （補正予定額） （計）

10,637,722 552,311 11,190,033

10,413,833 493,000 10,906,833

6,000 59,311 65,311

765,489 76,164 841,653

（既決予定額） （補正予定額） （計）

210,017 76,164 286,181

（既決予定額） （補正予定額） （計）

859,104 76,164 935,268

585,968 76,164 662,132
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　 ＜南奈良総合医療センター＞ 　千円 ＜南奈良総合医療センター＞ 　千円 ＜南奈良＞

　千円 　千円

　千円 　千円

看護師養成事業収益 　千円 看護師養成事業費用 　千円

特　 別　 利　 益 　千円 特別損失 　千円

予備費 　千円

＜吉　野　病　院＞ 　千円 ＜吉　野　病　院＞ 　千円 ＜吉野病院＞

　千円 　千円

　千円 　千円

特　 別　 利　 益 　千円 特別損失 　千円

予備費 　千円

＜五　條　病　院＞ 　千円 ＜五　條　病　院＞ 　千円 ＜五條病院＞

　千円 　千円

　千円 　千円

特　 別　 利　 益 　千円 特別損失 　千円

予備費 　千円

　千円 　千円 ＜企業団合計＞

＜南奈良総合医療センター＞ 　千円 ＜南奈良総合医療センター＞ 　千円 ＜南奈良＞

　千円 　千円

　千円 　千円

　千円 　千円

＜吉　野　病　院＞ 　千円 ＜吉　野　病　院＞ 　千円 ＜吉野病院＞

　千円 　千円

　千円

　千円

＜五　條　病　院＞ 　千円 ＜五　條　病　院＞ 　千円 ＜五條病院＞

　千円 　千円

　千円 　千円

　千円

　千円 　千円 ＜企業団合計＞

収入合計 11,087,756 支出合計 11,053,931

1,122,184

33,825

第　４　項 500 第　４　項 1,500

第　５　項 500

第　２　項 医 業 外 収 益

建 設 改 良 費 22,323

△ 8,412

1,809,704

△ 90,531

収支差引 (単位：千円）

第　２　項 他会計負担金 6,880

17,300 25,712
第　１　項 国 ・ 県 補 助金 0 第　１　項

第　３　項 県借入返還金 3,389

第　３　項 企 業 債 10,420

第　３　項 企 業 債 9,510

15,400 20,417 △ 5,017
第　１　項 国 ・ 県 補 助金 0 第　１　項 建 設 改 良 費 20,417

第　２　項 他会計負担金 5,890

　※　資本的収入が資本的

　　　支出に対して不足する

　　　額１０３，９６０千円は損

　　　益勘定留保資金で補て

　　　んする予定収入合計 2,012,085 支出合計 2,116,045 △ 103,960

第　３　項 企 業 債 1,072,670 第　３　項 県借入返還金 50,384

第　２　項 他会計負担金 904,275 第　２　項 企業債償還金 209,828

1,979,385 2,069,916
第　１　項 国 ・ 県 補 助金 2,440 第　１　項 建 設 改 良 費

295,669 第　２　項 医 業 外 費 用 1,118

第　１　項 医 業 収 益 836,331 第　１　項 医 業 費 用 1,084,635

1,132,500 1,087,753

第　４　項 500 第　４　項 1,500

第　５　項 500

44,747

第　２　項 医 業 外 収 益 175,423 第　２　項 医 業 外 費 用 1,963

1,163,907 1,126,147
第　１　項 医 業 収 益 987,984 第　１　項 医 業 費 用

37,760

第　４　項 1,000 第　４　項 1,500

第　５　項 500

第　３　項 126,760 第　３　項 152,747

収支差引 （単位：千円）

8,791,349 8,840,031

第　２　項 医 業 外 収 益 1,054,818 第　２　項 医 業 外 費 用 58,462

△ 48,682
第　１　項 医 業 収 益 7,608,771 第　１　項 医 業 費 用 8,626,822

令和５年度 南和広域医療企業団病院事業会計当初予算概要について

収益的収入及び支出

収 入 支 出

収 入 支 出

資本的収入及び支出
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（単位：百万円）

令和５年度
予算(案）

令和４年度
予　算

対令和４年度予算
増減額

令和４年度
決算見込

備　　考

１ 病院事業収益 11,085 10,741 344 11,423

医業収益 9,433 9,033 400 9,723

令和５年度はコロナ入院患者なしを想定し、通常入院の病床利用率と診療単価（令和4年度実績）で予算額を積算

南奈良の診療単価の増（５３，６３３円→５６，７００円）

令和５年度は３ヵ月間発熱外来受診を想定し、通常外来と難病患者受診を含めて予算額を積算

南奈良の診療単価の増（１３，０００円→１４，２９０円）

その他医業収益 288 320 ▲ 32 新型コロナワクチン接種なしを想定のため減少 333

国・県補助金 66 534 ▲ 468 新型コロナ空床確保、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種、防疫手当なしを想定のため減少 520

他会計負担金 351 354 ▲ 3 354

医業外収益 1,526 1,582 ▲ 56 新型コロナウイルス感染症補助金（ドライブスルー等）なしを想定のため減少 1,580

看護師養成事業収益 126 126 0 120

２ 病院事業費用 11,048 10,612 436 11,075

医業費用 10,834 10,397 437 10,865

給与費 5,506 5,471 35 人事委員会勧告対応に基づく増加 5,503

材料費 1,900 1,680 220 入院・外来収入の増による増加 2,071

経費 2,465 2,279 186 物価高騰に伴う光熱費の増加及び、最低賃金改定に伴う人件費分の委託料増加 2,337

減価償却費 724 943 ▲ 219 H29、30年に取得した資産の減価償却終了に伴う減少 940

その他医業費用 239 24 215 令和５年度電子カルテシステム更新に伴う資産減耗費の増加 14

医業外費用 62 70 ▲ 8 69

看護師養成事業費用 152 145 7 141

３ 経常利益（損失） 37 129 ▲ 92 348

４ 特別利益 2 2 0 0

５ 特別損失 4 6 ▲ 2 59

６ 予備費 2 3 ▲ 1 0

７ 純利益（純損失） 33 122 ▲ 89 289

主な理由

5,622

2,894外来収益

入院収益

342

561

2,427

5,398

2,769

5,959

令和５年度 南和広域医療企業団病院事業会計当初予算増減理由
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医業外収益　　1,525,910

病院事業収益

令和４年度　当初予算

病院事業収益

医業外収益　　1,582,455医　　業　　収　　益　　　　　9,032,667

医業外収益　　1,579,433 医　　業　　収　　益　　　　　9,693,360

（単位：千円）

11,087,756千円

11,393,246千円

令和５年度　当初予算  医　　業　　収　　益　　　　　9,433,086

病院事業収益

10,743,162千円

令和４年度　決算見込

489,948

退職手当

65,789 

普

通

交

付

税

・運営費負担金 100,000

・公債費負担金 26,281

・普通・特別交付税 421,543

受取利息

140

他会計補助

26,607

その他医業外

45,594

・室料差額

149,298

・公衆衛生

44,899

・医療相談

31,102

・その他収益

62,706

令和５年度 南和広域医療企業団病院事業会計 収益的収支当初予算（案） －収入の部－

5,621,751入院収益 外来収益 2,894,008
333,533

国・県補助金
576,470

5,959,196入院収益 外来収益 2,768,856

その他

医業収益

288,005

国・県補助金

65,789

5,397,359入院収益 外来収益 2,427,175
その他

医業収益

319,901

特別利益 2,000

534,112

他会計負担金

598,871

他会計負担金

354,120

その他医業外収

その他医業外収益 29,485

866,468

国・県補助金

他会計負担金

354,120

他会計

負担金
49,507

他会計負担金

351,240

＜南奈良総合医療センター＞
・１日平均患者数 681人
・延患者数 165,483人
・診療単価 14,830円
・診療日数 243日

＜吉野病院＞

・１日平均患者数 77人

・延患者数 18,711人

・診療単価 9,321円

・診療日数 243日

＜五條病院＞

・１日平均患者数 60人

・延患者数 14,580人

・診療単価 9,623円

・診療日数 243日

＜南奈良総合医療センター＞
病床数 232床

・1日平均患者数 224人
・延患者数 81,760人
・診療単価 56,700円
・病床稼働率 96.6％
・診療日数 365日

＜吉野病院＞
87床（一般：46床 療養：41床）

・１日平均患者 82人

・延患者数 29,930人

・診療単価 23,411円

・病床稼働率 94.3％

・診療日数 365日

＜五條病院＞

78床（一般：45床 療養：33床）

・１日平均患者 73人

・延患者数 26,645人

・診療単価 23,337円

・病床稼働率 93.6％

・診療日数 365日

看護師養成事業収益 126,040

その他

医業収益

長期前受金戻入益

看護師養成事業収益 120,453

547,824

他会計負担金

その他医業外収益 72,341

看護師養成事業収益 126,760

特別利益 2,000

866,468

長期前受金戻入

収益的収入

国・県補助金 59,784

国県補助金 59,784

国県補助金 40,059

長期前受金戻入益

865,686

地域

がん

病院

等機

能強

化事

業補

助金

等

他会計補助金 27,627 受取利息及び配当金 220

他会計補助金 26,946 受取利息及び配当金 258
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（単位：千円）

医　　業　　費　　用　　　　10,397,333

医　　業　　費　　用　　　　　10,864,986

11,053,931千円

11,134,344千円

令和５年度　当初予算

病院事業費用

医　　業　　費　　用　　　　　10,833,641

病院事業費用

令和４年度　当初予算

10,621,222千円

令和４年度　決算見込

病院事業費用

（ 58.4％）（対医業収益比）

＜南奈良総合医療センター＞

・給料 1,766,514 ・法定福利費引当金 47,512

・手当 1,412,971 ・退職給与費 65,790

・報酬 168,525 ・退職給与引当金 46,993

・法定福利費 596,470 ・賞与引当金 235,631

＜吉野病院＞

・給料 284,272 ・法定福利費引当金 7,484

・手当 180,172 ・賞与引当金 37,117

・報酬 12,008

・法定福利費 89,440

＜五條病院＞

・給料 245,507 ・法定福利費引当金 6,460

・手当 134,432 ・賞与引当金 32,076

・報酬 7,720

・法定福利費 76,377

＜南奈良総合医療センター＞

・薬品費 1,046,886
・診療材料費 667,329
・医療消耗備品費等 10,549

＜吉野病院＞

・薬品費 61,101

・診療材料費 32,500

・医療消耗備品費等 308

＜五條病院＞

・薬品費 52,512

・診療材料費 25,866

・医療消耗備品費等 2,939

令和５年度 南和広域医療企業団病院事業会計 収益的収支当初予算（案） －費用の部－

・支払利息

27,373

・長期前払

消費税償却費

11,170

・消費税及び

地方消費税

23,000

給 与 費 5,505,811 材 料 費 1,900,092 経 費 2,464,594
939,764

減価償却・資産減耗費

給 与 費 5,503,021 材 料 費 2,070,664 経 費 2,337,228
940,290

・固定資産売却損

1,500

・過年度損益修正

1,500

・その他特別損失

1,500

・予備費

1,500

給 与 費 材 料 費 経 費
減価償却・資産減耗費

医業外費用 69,556

5,470,654 1,679,743 2,279,451 943,290

研究研修費 13,783

特別損失

・予備費

9,000

・福利厚生費 370 ・保険料 11,271 
・報償費 1,107 ・手数料 8,733
・旅費交通費 5,370 ・賃借料 178,449
・職員被服費 2,284 ・委託料 1,635,068
・消耗品費 39,411 ・広告料 230
・消耗備品費 12,841 ・公課費 13
・光熱水費 261,040 ・通信運搬費 25,567
・燃料費 34,558 ・交際費 50
・食料費 2,449 ・諸会費 4,771
・印刷製本費 4,695 ・負担金 132,514
・修繕料 92,947 ・貸倒引当金 600

・修繕引当金 10,000
・雑費 256

・減価償却費

723,597

・資産減耗費

216,167

研究研修費 24,195

医業外費用 69,023

医業外費用 61,543
特別損失

・予備費

6,000

収益的支出

（ 20.1％） （ 26.1％） （ 10.0％）

特別損失

・予備費

59,311

看護師養成事業費用 145,333

看護師養成事業費用 141,024

看護師養成事業費用 152,747

研究研修費 23,380

減価償却・資産減耗費
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（単位：千円）

県借入金返還金   53,773

補助金　2,440

建　設　改　良　費　　　1,852,444

負　　担　　金　　　917,045 企　業　債　　1,092,600

企業債償還金　　　209,828

資本的支出

2,116,045千円

資本的収入

2,012,085千円

（単位：千円）

資本的収入

令和５年度 南和広域医療企業団病院事業会計 資本的収支当初予算（案）

2,440

病院改築事業 10,000

令和５年度 当初予算

令和５年度 当初予算

器械備品・車両購入 1,842,444 209,828

＜病院改修事業費＞

・本館在宅改修

・災害用衛星通信設備

・マルチエアコン

＜器械備品・車両購入費＞
・医療情報システム 1,730,000

・その他機器等 92,444

・突発的故障に伴う更新 20,000

県借入金返還金

53,773

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額103,960千円は
損益勘定留保資金から補てん

国・県補助
917,045他会計負担金 1,092,600企業債

企業債償還金

・南奈良

50,384

・五條病院

3,389

資本的支出

・南奈良 2,440 ・南奈良 904,275

・吉野 5,890

・五條 6,880

・南奈良 1,072,670

・吉野 9,510

・五條 10,420
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令　和　５　年　度

南和広域医療企業団病院事業会計予算書（案）

南　和　広　域　医　療　企　業　団

（総　則）

令和５年度南和広域医療企業団病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 病床数 一　　般 回復期及び療養

288 床 109 床

（２） 年間入院患者数及び外来患者数入院患者数　（延） 100,375 人 37,960 人

外来患者数　（延） 198,774 人

（３） １日平均入院患者数及び外来患者数入院患者数 275 人 104 人

外来患者数 818 人

（４） 主な建設改良事業

工事請負費 10,000 千円

医療器機の購入 1,833,122 千円

器具備品の購入 7,922 千円

（収益的収入及び支出）

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　収　　　入

第１款 病院事業収益 千円

第１項 医業収益 千円

第２項 医業外収益 千円

第３項 看護師養成事業収益 126,760 千円

第４項 特別利益 2,000 千円

　　支　　　出

第１款 病院事業費用 千円

第１項 医業費用 千円

第２項 医業外費用 61,543 千円

第３項 看護師養成事業費用 152,747 千円

第４項 特別損失 4,500 千円

第５項 予備費 1,500 千円

10,833,641

第３条

11,087,756

9,433,086

1,525,910

11,053,931

令和５年度　南和広域医療企業団病院事業会計予算

第１条

第２条
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（資本的収入及び支出）

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に

対して不足する額１０３，９６０千円は、過年度損益勘定留保資金で補てんするものとする。）

収　　　入

第１款 資本的収入 2,012,085 千円

第１項 補助金 2,440 千円

第２項 負担金 917,045 千円

第３項 企業債 1,092,600 千円

支　　　出

第１款 資本的支出 2,116,045 千円

第１項 建設改良費 1,852,444 千円

第２項 企業債償還金 209,828 千円

第３項 県借入返還金 53,773 千円

（企業債）

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

  　以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

１． 　職員給与費 千円

２． 　交際費 50 千円

第６条

5,505,811

千円
 6.5％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入
れる政府資金及び公
営企業公庫資金につ
いて利率の見直しを
行った後においては、
当該見直し後の利率）

借入先の融資条件
による。ただし、企業
財政その他の都合
により繰上償還又は
低利に借り換えるこ
とができる。

建設改良費 1,092,600 証　書　借　入

第５条

起債の目的 限　度　額 起債の方法 利　　　率 償　還　の　方　法

第４条

（たな卸資産の購入限度額）

たな卸資産の購入限度額は1,900,092千円と定める。

南和広域医療企業団　　

企　業　長　　　杉　山　　孝

第７条

令和５年３月２日提出
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デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令
和3年法律第37号）附則第1条第7号に掲げる規定（同法第51条の規
定に限る。）の施行の日（令和５年４月１日）から施行する。

　　南和広域医療企業団個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について

１．条例制定趣旨

２．条 例 概 要

　令和3年（2021年）5月、個人情報の保護に関する法律が改正
され、地方公共団体及び地方独立行政法人に関する規定につい
ては、令和5年（2023年）4月1日から施行されることとされ
た。
　当企業団においても当該法律の施行にあわせて、現行の個人
情報保護条例を廃止し、新たに南和広域医療企業団個人情報保
護法施行条例を制定する。
　なお、南和広域医療企業団は、病院事業の実施のために設け
られた地方公共団体であるため、個人情報の取扱いについて
は、原則として民間部門における規律が適用される一方で、開
示請求や諮問等に係る制度についてのみ公的部門における規律
が適用される。

３．施　行　期　日

(1)開示請求に係る手数料
個人情報保護法の規定に基づき行われる開示請求に係る手数

料は各地方公共団体が条例で定めることとされているため、本条例

により規定する。現行の個人情報保護条例において、開示請求に係

る手数料は無料とする一方、規則に基づいて写しの作成や郵送に

係る費用は徴収することとなっていたため、今後も引き続き同様の

取扱いとする。（第３条関係）

(2)行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料
個人情報保護法の規定に基づき、行政機関等匿名加工情報（特

定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該

個人情報を復元できないようにした情報）の利用に係る契約締結に

係る手数料の額は、各地方公共団体が条例で定めることとされてい

るため、本条例において規定する。企業団においては当該手数料の

額は国が法律に基づき徴収する手数料の額と同額に定める。（第４

条関係）

匿名加工情報の利用に係る手数料の額

２１，０００円

○作成に要する費用として１時間までごとに３，９５０円を加算する。

○作成を委託する場合は委託に要した額を加算する。

匿名加工情報を利用して行う事業の提案に係る手数料の額

○匿名加工情報の利用に係る契約を締結した者

１２，６００円

○それ以外の者

２１，０００円

(3) 審査会への諮問
専門的な知見に基づく意見を求めるため、以下に該当する場合に

は、企業団情報公開・個人情報保護審査会に対し、諮問を行えるよ

うにする。（第２条の３、第２条の４関係）

①本条例の改正・廃止を行う場合。

②個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止及び個人情報の安全管理

のために措置を講じる場合。

(4)  南和広域医療企業団個人情報保護条例（平成27年条例第2号）
の廃止

法律の施行に伴い、南和広域医療企業団個人情報保護条例は令

和5年3月31日をもって廃止する。
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南和広域医療企業団個人情報の保護に関する法律施行条例（案） 

（趣旨）

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成15

年政令第507号）で使用する用語の例による。

（開示請求に係る手数料）

第３条 法第89条第２項の規定に基づく手数料の額は無料とする。ただし、写しの作成等

に要する費用は徴収するものとし、その額は別に規則で定める。

（行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料）

第４条 法第119条第３項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に

次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間１時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額（当該委託をす

る場合に限る。）

２ 法第119条第４項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げ

る行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の

利用に関する契約を締結する者が法第119条第３項の規定により納付しなければなら

ない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条（法第118条第２項において準用する場合を含む。）の規定により当該行

政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

（審査会への諮問）

第５条 企業団の機関（議会を除く。以下同じ。）は、次のいずれかに該当する場合におい

て、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に

必要であると認めるときは、南和広域医療企業団情報公開・個人情報保護審査会設置条例

（平成27年南和広域医療組合条例第３号）第２条に規定する南和広域医療企団情報公

開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

2/3 

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和

３年法律第37号）附則第１条第７号に掲げる規定（同法第51条の規定に限る。）の施行

の日から施行する。

（旧条例の廃止）

第２条 南和広域医療企業団個人情報保護条例（平成27年南和広域医療組合条例第２号。

以下「旧条例」という。）は廃止する。

（経過措置）

第３条 次に掲げる者に係る旧条例第７条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例

第２条第２項に規定する個人情報（以下「旧個人情報」という。）の内容をみだりに他人

に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、

なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第２条第１項に規定する実施機関（以下「旧実施

機関」という。）の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員で

あった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業

務に従事していた者

２ 前条の規定の施行の日前に旧条例第11条、第26条又は第34条の規定による請求がされ

た場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、な

お従前の例による。

３ 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした旧条例第47条から第50条に

規定する違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による

４ 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第６条第２項の受託業務に従事している

者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実

施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された第２条第４項第１号に係る

個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を前条の規

定の施行後に提供したときは、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

５ 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機
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関が保有していた個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を

図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す

る。
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南和広域医療企業団情報公開・個人情報保護審査会設置条例の全部を改正する条例について

１．改正趣旨

　令和3年（2021年）5月、個人情報の保護に関する法律が改正
され、地方公共団体及び地方独立行政法人に関する規定につい
ては、令和5年（2023年）4月1日から施行されることとされ
た。
　当企業団においては発足当初に制定した個人情報保護条例に
基づき個人情報保護を行ってきたところであるが、法改正によ
り全国一律の規律が適用されることとなったため、現行の個人
情報保護条例を廃止し、個人情報保護法施行条例の制定別途お
諮りしているところである。
　現行の情報公開・個人情報保護審査会条例は、従来からの情
報公開条例及び個人情報保護条例に基づいた条文となっている
ため、引用条文等を含めて抜本的な改正が必要であるため、今
回条例の全部を改正する。

２．改正概要

３．施　行　期　日

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令
和3年法律第37号）附則第1条第7号に掲げる規定（同法第51条の規
定に限る。）の施行の日（令和５年４月１日）から施行する。令和５年
４月１日から施行する。【附則第2条第1項の規定は、公布の日から
施行する。】

(1)個人情報保護法の改正に基づく改正
改正個人情報保護法の施行により、個人情報保護に係る規律は

法律の中で規定されることとなったため、南和広域医療企業団個人

情報保護条例は廃止の必要が生じる。そのため、個人情報保護条

例に基づき行われていた諮問が、法律及び今回制定する施行条例

に基づいて行われることとなるため、引用条文等を含めて抜本的な

改正が必要となる。

その影響は条例全般に及ぶことから、一部改正ではなく条例の全

部改正が必要となった。

(2)罰則規定の追加
審査会委員が職務上知り得た秘密を漏らした際に適用される罰

則を規定する。（１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金）
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南和広域医療企業団情報公開・個人情報保護審査会設置条例の全部を改正する条例（案） 

 南和広域医療企業団情報公開・個人情報保護審査会設置条例（平成２７年南和広域医

療組合条例第３号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、南和広域医療企業団情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並

びに調査審議の手続等について定めるものとする。

（設置）

第２条 次に掲げる諮問に応じ審査請求その他の諮問事項について調査審議するため、南和

広域医療企業団情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。

(1) 南和広域医療企業団情報公開条例（平成27年南和広域医療組合条例第１号。以下「情

報公開条例」という。）第19条第１項の規定による諮問

(2) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）第105

条第３項において準用する同条第１項の規定による諮問

(3) 南和広域医療企業団個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年南和広域医療

企業団条例第２号。以下「施行条例」という。）第５条の規定による諮問

（組織）

第３条 審査会は、委員５人以内をもって組織する。

（委員）

第４条 委員は、識見を有する者のうちから、企業長が委嘱する。

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 委員は、再任されることができる。

４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務

を行うものとする。

５ 企業長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職

務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱す

ることができる。

６ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。

７ 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をして

はならない。

2/4 

（会長）

第５条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

（会議）

第６条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。

（定義）

第７条 この条例において「諮問庁」とは、法第105条第３項において準用する同条第１項

又は情報公開条例第19条第１項の規定により審査会に諮問をした企業団の機関（議会を

除く。）をいう。

２ この条例において「保有個人情報」とは、法第78条第１項第４号、第94条第１項又は

第102条第１項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情

報（法第60条第１項に規定する保有個人情報をいう。）をいう。

（審査会の調査権限）

第８条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求め

ることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書（情

報公開条例第２条第２項に規定する行政文書をいう。）又は保有個人情報の開示を求める

ことができない。

２ 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情

報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出す

るよう求めることができる。

（委員による調査手続）

第９条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第１項の規定に

より提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

（提出資料の写しの送付等）

第10条 審査会は、第８条第３項の規定による資料の提出又は法第106条第２項の規定によ

り読み替えて適用される行政不服審査法（平成26年法律第68号）第81条第３項において
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準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若

しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し（電磁的記録（電子

的方法、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）にあっ

ては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面）を当該資料を提出した審査請求

人等（審査請求人、参加人（同法第13条第４項に規定する参加人をいう。）又は諮問庁

をいう。以下同じ。）以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益

を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでな

い。

２ 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出し

た審査請求人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認め

るときは、この限りでない。

（専門的知見に係る諮問）

第11条 法第129条に規定する「特に必要と認めるとき」とは、施行条例第５条に基づく諮

問とする。

２ 前項に基づく諮問があった場合、審査会は意見を付して諮問庁に答申するものとする。

（罰則）

第12条 第４条第６項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は50万円

以下の罰金に処する。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和

３年法律第37号）附則第１条第７号に掲げる規定（同法第51条の規定に限る。）の施行

の日から施行する。ただし、附則第２条第１項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第２条 企業長は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、第４条

第１項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、

その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

２ 前条の規定の施行の際、現に改正前の条例第２条の規定により企業団に置かれた同条に

規定する南和広域医療企業団情報公開・個人情報保護審査会（以下「旧審査会」という。）

の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る改正
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前の条例第４条第５項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない

義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

３ 施行日前に施行条例附則第２条の規定による廃止前の南和広域医療企業団個人情報保

護条例（平成27年南和広域医療組合条例第２号）第40条の規定による諮問がされた場合

における旧条例に規定する調査審議手続は、なお従前の例による。

12



南和広域医療企業団情報公開条例の一部を改正する条例について

１．改正趣旨

　令和3年（2021年）5月、個人情報の保護に関する法律が改正
され、地方公共団体及び地方独立行政法人に関する規定につい
ては、令和5年（2023年）4月1日から施行されることとなっ
た。
　当該改正により、情報公開条例に規定すべき不開示情報に新
たに加えるべき情報が定義された等、所要の改正を行う必要が
生じたため、条例の一部を改正する。

２．改正概要

３．施　行　期　日

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令
和3年法律第37号）附則第1条第7号に掲げる規定（同法第51条の規
定に限る。）の施行の日（令和５年４月１日）から施行する。

(1)不開示情報の追加
改正後の個人情報保護法において規定された行政機関等匿名

加工情報ファイル及び行政機関等匿名加工情報作成の過程で削除

された情報を不開示情報に追加する。

(2)諮問項目の追加
行政文書の開示決定等に係る審査請求に基づく諮問項目を、個

人情報保護法の趣旨に照らして一部改正する。（諮問項目に全部開

示の決定以外の取り消しまたは変更決定を追加する。）

＜参考＞ 新旧対照表
改正後（案） 現行

（行政文書の開示義務） （行政文書の開示義務）

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開
示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報
（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記
録されている場合を除き、開示請求者に対し、当
該行政文書を開示しなければならない。

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開示
請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報（以下
「不開示情報」という。）のいずれかが記録されて
いる場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書
を開示しなければならない。

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略）
(7) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律
第57号）第60条第３項に規定する行政機関等匿
名加工情報（同条第４項に規定する行政機関等
匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。
以下この号において「行政機関等匿名加工情
報」という。）又は行政機関等匿名加工情報の
作成に用いた同条第１項に規定する保有個人
情報から削除した同法第２条第１項第１号に
規定する記述等若しくは同条第２項に規定す
る個人識別符号

（審査会への諮問等） （審査会への諮問等）

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に
ついて審査請求があったときは、当該審査請求に
対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいず
れかに該当する場合を除き、南和広域医療企業団
情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければ
ならない。

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為につ
いて審査請求があったときは、当該審査請求に対す
る裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに
該当する場合を除き、南和広域医療企業団情報公
開・個人情報保護審査会に諮問しなければならな
い。

(1) （略） (1) （略）
(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等（開示請
求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を
除く）を取り消し、又は変更し、当該審査請求
に係る行政文書の全部を開示することとする
場合（当該行政文書の開示について反対意見書
が提出されている場合を除く。）

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し

、当該審査請求に係る
行政文書の全部を開示することとする場合（当該
行政文書の開示について反対意見書が提出され
ている場合を除く。）

２ （略） ２ （略）

（諮問をした旨の通知） （諮問をした旨の通知）

第20条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮
問をした旨を書面により通知しなければならな
い。

第20条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問
をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第1
3条第４項に規定する参加人をいう。以下同
じ。）

(1) 不服申立人及び参加人

(2) 開示請求者（開示請求者が審査請求人又は参
加人である場合を除く。）

(2) 開示請求者（開示請求者が不服申立人又は参加
人である場合を除く。）

(3) 当該審査請求 に係る開示決定等について
反対意見書を提出した第三者（当該第三者が不
服申立人又は参加人である場合を除く。）

(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反
対意見書を提出した第三者（当該第三者が不服申
立人又は参加人である場合を除く。）
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南和広域医療企業団附属機関に関する条例の一部を改正する条例について

１．改正趣旨

　個人情報の保護に関する法律の施行に伴う情報公開・個人情
報保護審査会条例の改正について、お諮りしているところであ
るが、附属機関に関する条例についても当該改正にあわせて所
要の改正を行う必要が生じたため、条例の一部を改正する。

２．改正概要

３．施　行　期　日

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令
和3年法律第37号）附則第1条第7号に掲げる規定（同法第51条の規
定に限る。）の施行の日（令和５年４月１日）から施行する。令和５年
４月１日から施行する。【附則第2条第1項の規定は、公布の日から
施行する。】

情報公開・個人情報保護審査会の項を削除

別表中に情報公開・個人情報保護審査会の項があるが、当該条例

は、法令若しくはこれに基づく政令又は条例に定めがあるものを除く

ほか、地方自治法第１３８条の４第３項及び第２０２条の３第１項の規

定により企業団が設置する附属機関について定める規程であること

から、設置条例に基づき設置されている当該審査会の項を削除する。

＜参考＞ 新旧対照表
改正後（案） 現行

別表（第１条関係） 別表（第１条関係）

附属機関 担任する事項

略 略

削除 削除

略 略

附属機関 担任する事項

略 略

南和広域医療企業団

情報公開・個人情報

保護審査会

次に掲げる諮問に応じ審査請

求その他の諮問事項について

の調査審議に関する事務

1 南和広域医療企業団情報
公開条例（平成27年南和広
域医療組合条例第1号（以
下「情報公開条例」とい

う。）第19条第1項の規定
による諮問

2 南和広域医療企業団個人
情報保護条例（平成27年南
和広域医療組合条例第2号
（以下「個人情報保護条

例」という。）第40条第1
項の規定による諮問

3 前2号に掲げるもののほ
か、情報公開条例及び個人

情報保護条例の規定に基づ

く情報公開制度及び個人情

報保護制度の運営等に関

し、企業長が特に必要と認

める事項について行う諮問

略 略
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